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研究成果の概要（和文）：　本研究は、死体を埋葬する義務を負う者が死体を埋葬しないことで実現される不作
為による死体遺棄罪の公訴時効の起算点について検討するものである。従来の見解は、不作為による死体遺棄罪
の場合には、犯罪は終了せず、ゆえに公訴時効の起算点は到来しないのであって、公訴時効は完成しないとする
が、本研究は、この考えに疑問を呈する。そして、刑事訴訟法上の公訴時効制度の趣旨に関する議論や、ドイツ
における犯罪の終了時期に関する議論、および死体遺棄罪の解釈を通じて、不作為による死体遺棄罪において
も、犯罪の終了時期および公訴時効の起算点は存在し、公訴時効は完成することを示す。

研究成果の概要（英文）：This study examines the starting point of the statute of limitations  for 
prosecution for the crime of abandonment of a corpse by omission, which is realized when a person 
who is obligated to bury a corpse fails to bury the corpse. The generally accepted theory say that 
in the case of abandonment of a corpse by omission the crime is not completed and  the statute of 
limitations for prosecution is not completed. This study opposes this position. Through a discussion
 of the purpose of the statute of limitations system under the Code of Criminal Procedure, a 
discussion of the termination of the crime in Germany, and an interpretation of the crime of 
abandonment of a corpse in Japan, this study shows that the starting point of the statute of 
limitations for prosecution even in the cace of abandonment of a corpse by omission exist. 

研究分野： 刑法
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
　従来の見解（不作為犯の場合、作為義務者が作為義務を履行できる限りにおいて犯罪は終了しない）は、作為
犯として訴因設定し起訴できる事案を、不作為犯として（再）構成することで、公訴時効制度の実質的撤廃を可
能とするものであり、被疑者・被告人に多大な不利益を与えるものである。本研究成果は、近年主張されている
「不作為犯構成（作為犯として起訴できる事案であっても、不作為犯として起訴することを許す考え方）」に対
して警鐘を鳴らし、不作為犯においても犯罪の終了時期が存在することを示すことで、不作為犯構成による公訴
時効の実質的撤廃に歯止めをかけるものである。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
 死体遺棄罪は、死体を土中に埋める等の作為による方法と、葬祭義務者が葬祭義務を履行しな
いという不作為による方法で実現される。通説によれば、作為による死体遺棄罪の場合には、死
体を遺棄した時点で死体遺棄罪が終了し、同時点が公訴時効の起算点となる一方で、不作為によ
る死体遺棄罪の場合には、葬祭義務者が葬祭をしない履行しない限り死体遺棄罪は終了せず、そ
れに伴って、公訴時効の起算点も到来しないとされる。この通説を前提とすると、死体遺棄罪の
公訴時効が完成するか否かについて、作為犯と不作為犯との間で不均衡が生じていることにな
る。こうした不均衡は、次のような事例において問題を生じさせる。すなわち、葬祭義務者が死
体を土中に埋める等により遺棄するといった事案において、訴因設定権限を有する検察官が、そ
こに作為による死体遺棄罪と捉えられる事実が存在するにもかかわらず、これを不作為による
死体遺棄罪だと主張する限り、公訴時効の起算点は到来せず、公訴時効は永遠に完成しないこと
になる。言い換えれば、検察官による恣意的な公訴時効の実質的撤廃が行われることになるが、
これは被疑者・被告人に不合理な不利益をもたらすものである。実際に、こうした運用がなされ
ている。すなわち、葬祭義務者である母親が、子どもの遺体をコンクリートに詰めたという事案
について、そこに作為による死体遺棄罪に当たる事実が存在するにもかかわらず、これを不作為
による死体遺棄罪だとして、遺体をコンクリートに詰めてから 25 年もの月日が経過しているに
もかかわらず（作為による死体遺棄罪として起訴されておれば、3 年の公訴時効期間が経過して
おり、免訴判決になるはずであったにもかかわらず）公訴時効は完成していないとされているの
である。こうした背景から、本研究のテーマは喫緊の課題となっている。 
 
２．研究の目的 
 本研究は、公訴時効の成否に関する作為犯と不作為犯の間の不均衡を、実体法を通じて解消す
ることを試みる。すなわち、不作為犯においても犯罪の終了時期（＝公訴時効の起算点）が存在
し、公訴時効の完成があり得ることを示すことで、検察による公訴時効の実質的撤廃を防止し、
起訴後の段階では、裁判官による免訴判決を促すのである。本研究は、その中でも、特に不作為
による死体遺棄罪の終了時点の明確化を主たる目的とするものである。 
 
３．研究の方法 
 本研究は、①犯罪の終了時期に関する議論を整理・検討した上で、②死体遺棄罪の「遺棄」概
念につき再検討することで、不作為による死体遺棄罪の犯罪の終了時期＝公訴時効の起算点を
示す。我が国の刑法解釈論がドイツにおける議論の影響を受けていることに照らし、本研究を、
ドイツ法における議論も参照しながら進めた。 
 
４．研究成果 
（１）犯罪の終了時期（＝公訴時効の起算点）について 
 犯罪の終了時期を検討する際、伝統的に、当該犯罪類型が即成犯であるのか、状態犯であるの
か、あるいは継続犯であるのかが着目されてきた。即成犯や状態犯であれば、法益侵害による結
果発生時点、すなわち既遂時期と犯罪の終了時期は同じであると考えられる一方で、状態犯であ
れば、犯罪の既遂時期においてなお犯罪は終了せず、法益侵害状態が続き限り、犯罪が継続して
成立し続けると考えられるからである。 
 しかし、状態犯の典型例とされる窃盗罪では、例えば電気窃盗の事案では、盗電中は窃盗行為
が継続していると言え、窃盗罪が既遂に至ってもなお犯罪は終了しないと言いうるし、判例は、
包括一罪と見られるような場合には、例えば、一定期間麻薬を連続して施用するような場合には、
最終行為時点まで犯罪は継続するとしており、継続犯でなくとも、既遂に至ってもなお犯罪が継
続する場合があるとされている。ゆえに、状態犯か継続犯かの区別は、犯罪の終了時期を決する
について決定的ではない。 
 犯罪の終了時期につき、構成要件該当行為に着目する見解と構成要件該当結果に着目する見
解の対立がある。前者は、刑事訴訟法の立法経緯を根拠とする。すなわち、旧旧刑事訴訟法 10
条は「時効ハ犯罪ノ日ヨリ起算ス」と規定していたところ、旧刑事訴訟法 284 条にて「時効ハ犯
罪行為ノ終リタル時ヨリ進行ス」と改められたことをもって、立法者は犯罪の終了時期を構成要
件該当行為の終了時点とする立場であることを表明したのであり、旧刑事訴訟法 284 条の流れ
を汲んでいる現行刑事訴訟法 253 条 1 項の「犯罪行為が終つた時から」との文言も、「構成要件
該当行為が終了した時から」と解すべきだとする。構成要件該当行為に着目する見解に対しては、
実行行為終了後、長期間を経て結果が生じるような事案を訴追できなくなるといった批判が向
けられる。 
 結果が発生して初めて犯罪行為が記述されることに照らせば、犯罪の終了時期は構成要件該
当結果が生じた時点だと解するべきであろう。結果が生じて初めて行為の可罰性が決まる、結果
が生じて初めて証拠が出揃うのだとするのであれば、犯罪の終了時期を構成要件該当結果の生
じた時点だと解したとしても、公訴時効制度の趣旨には反しない。判例は、犯罪の終了時期を最



終的な構成要件該当結果の発生時点と解しており、いわゆる水俣病事件最高裁決定において、
「刑訴法 253 条 1 項にいう『犯罪行為』とは、刑法各本条所定の結果をも含む趣旨と解するの
が相当である」と述べている。加えて、判例は、包括一罪関係にある犯罪行為の最終結果発生時
点を公訴時効の起算点、すなわち犯罪行為の終了時期だと捉えている。死体遺棄罪の犯罪の終了
時期も、構成要件該当結果が生じた時点と解すべきである。 
 
（２）死体の「遺棄」について 
i）死体「遺棄」とは 
 刑法 190 条における「遺棄」とは、一般的に、習俗上の埋葬等に見られる方法によらないで死
体等を放棄することだとされる。死体遺棄罪の保護法益が死者に対する一般の敬虔感情・一般的
宗教感情であることに照らせば、「遺棄」とは、死体等を放棄することで一般の敬虔感情を侵害
する行為であり、単に死体等を放棄する行為とは区別される。 
 判例上、死体の「遺棄」には隠匿も含まれ、また、たとえ行為者が合掌したり死者の冥福を祈
ったりしても、死者に対する敬虔感情は害されるとし、私的な埋葬も死体遺棄罪を成立させると
する。判例上、床下に死体を秘匿する行為や、死体を便所に引きずり込んで戸外から釘付けにす
る行為に死体遺棄罪の成立が認められていることを考慮すると、死体の「遺棄」とは、死体の発
見を困難にする状況を作出する行為だと言える。加えて、死体隠匿行為が「死体遺棄罪に該当す
るとされる理由は、死体が死亡現場から離れることにより、死者の身元が不明になったり、遺族
等が死者の死亡の事実を知る機会を失わせたり、移動に伴う時間の経過により、死体が腐敗変質
するなどして尊厳を失った状態になることで、死体を適時適切な状況で葬るという宗教風俗上
重要な行為が不可能になるおそれが大きいから」だと述べられていることに照らせば、死体の
「遺棄」とは、死体の発見を困難にすることで、葬祭義務者による適時適切な埋葬を困難にする
行為だと言える。そうだとすると、葬祭義務者による適時適切な埋葬が困難になったこと＝一般
的な宗教感情・敬虔感情の侵害と捉えられよう。 
 死体の「遺棄」には不作為形態も含まれ、それは葬祭義務者が葬祭義務を履行しない態度であ
る。そして、そうした態度が死体の「遺棄」に該当するのは、判例上、「その者が死体の存在を
認識してから同義務を履行すべき相当の期間内に葬祭を行わなかった場合に限られると解する
のが相当である」とされる。すなわち、単なる葬祭義務の不履行では不十分であり、それが相当
の期間を超えた時点で死者に対する一般的な宗教感情・敬虔感情の震害が生ずると解されてい
ることになる。作為による死体の「遺棄」と同様に表現すれば、不作為による死体の「遺棄」と
は、葬祭義務者が適時適切な埋葬をしない態度である。 
 
ii）葬祭義務者による死体の「遺棄」の二面性 
 葬祭義務者が死体を土中に埋める等した場合、ここには、作為による死体の「遺棄」と不作為
による死体の「遺棄」の両面が同時に存在している。そのため、訴因設定権限を有する検察官は、
その立証活動の負担を考慮して、当該事実を、作為による死体遺棄罪と構成しても、不作為によ
る死体遺棄罪と構成しても構わないことになる、ゆえに、作為による死体遺棄行為が存在してい
ても、これを不作為犯として構成することは妨げられない。もっとも、不作為による死体遺棄罪
と構成すれば、犯罪の終了時期＝公訴時効の起算点が到来しなくなるわけではない。後述するよ
うに、不作為による死体遺棄罪にも犯罪の終了時期は想定されるからである。 
 
（３）不作為による死体の「遺棄」の終了時点 
 葬祭義務者が葬祭義務を履行していないという状況は、時間の経過の長さに関係なく、どの段
階においても見られる。すなわち、犯罪の終了時期を構成要件該当結果の発生した時点とする理
解を前提として、通説のように、不作為による死体遺棄罪の場合には、葬祭義務者による葬祭義
務違反が継続しており、葬祭義務違反の度に新たな一般的な宗教感情・敬虔感情の侵害が生じて
おり、ゆえに最終的な構成要件該当結果の発生時点が常に肯定され、不作為による死体遺棄罪の
終了時期は半永久的に到来しないと解すことは可能である。こうした理解に対しては、「社会的
実態として、個別具体的な死者に対する敬虔感情というのは、時間を経るにしたがって薄れてい
くのであり、その意味で法益侵害・危殆化のピークは不作為の場合には死体を遺棄することを決
したその時点であり、その後は緩やかに減弱化していく以上、その時点で犯罪の終了を認めるべ
きである」との批判が向けられる。 
 死体遺棄罪が、「遺棄」と同時に結果の発生が擬制されるという意味での抽象的危険犯である
ならば、「構成要件上、抽象的危険『結果』の発生のみが要求されている抽象的危険犯において
は、爾後の事情については、規範的評価が要請されていないとも考えられ」、ゆえに「爾後の危
険の拡大過程における具体的危険の発生ないし侵害の発生は、いわば、構成要件の枠外の事情と
もいえる」から、「抽象的危険犯の成立と終了時期とは一致することになる」と解すべきであり、
葬祭義務者による葬祭義務違反が認められる最初の時点でもって不作為による死体遺棄罪は終
了すると解すべきだと言えるであろう。その上で、「適時適切な埋葬を困難にする」あるいは「適
時適切な埋葬をしない」ときに一般的な宗教感情・敬虔感情の侵害が生じるとされていることを



考慮すれば、不作為による死体遺棄罪は、葬祭義務者が適時適切な埋葬をしなかった時点で終了
するはずである。このように解すれば、作為による死体遺棄罪と不作為による死体遺棄罪の間で
生じていた公訴時効の起算点に関する不均衡は解消されることになる。 
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